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特集:九 州大学病院統合1周 年記念企画

九州大学病院 と医学研究院の連携について

九州大学大学院医学研究院長
原 田 実 根

は じめ に

昨年10月 に九州大学の医学部附属病院,歯 学部附属病院,生 体防御医学研究所附属病院は統合され,医

学部 ・歯学部 ・生体防御医学研究所附属病院が生まれ,九 州大学病院と呼ばれるようになった.統 合の目

的は,国 立大学法人化を前提 とした組織改革や経営効率化,歯 科を含む全人的医療の展開そして高度先進

医療の推進 を可能にする病院システムの構築 とされていた.と はいえ,生 体防御医学研究所附属病院が九

州大学病院の一部 として別府先進医療センターにな り,新 病院が建設途上で第二期棟の北棟(内 科系診療

棟,平 成17年 度秋竣工予定)や 第三期棟の外来棟(竣 工延期)が 完成 していないこともあ り,統 合された

九州大学病院の全体像はまだよく見 えないが,現 在 は移行期にあって統合病院 としての改革が鋭意進めら

れている.一 方,医 学研究院は平成12年 の大学院重点化に伴って発足 した九州大学独自の学府・研究院制

度 という組織改編によって研究組織 としてスター トしたもので,教 員組織である医学府,従 来の学部組織

である医学部 とともに研究及び教育を担っている.実 際には,そ れぞれの組織の構成メンバーは大部分が

重複している.
いうまでもないが,い わゆる国立大学病院は,単 に医療を提供する病院 としてだけではな く,将 来の医

学 ・医療 を担 う学生,大 学院生,研 修医の教育を担当し,さ らに先端医療を切 り開いてい く研究開発機能

を有する教育研究機関であり,ま た地域医療においてリーダーシップを期待される医療機関でもある.し

たがって,医 学研究院(こ こでは医学府,医 学部の機能を含めて用いる)は,九 州大学病院 と表裏一体 と

なって,車 の両輪のごとく所期の目的を追求する立場にあるといえる.

1.卒 後研修必修化

2004年 は,大 学法人化が始まり,そ して卒後研修必修化がスター トした年 として永 く記憶にとどまるも

の と思われる.法 人化 も研修必修化 もいずれも我々が苦労して手 に入れたものではな く,我 々の思惑を超

えて与えられた感が否めないのは,い かにも残念である.新 研修制度は,「医師 としての人格を函養 し,医

療の社会的役割を身につけること」をその理念 として掲げ,「インフォームドコンセント」,「患者のプライ
バシー尊重」,「安全管理」,「チーム医療」などの行動目標 も定められており,総 論的にはきわめて妥当な

卒後研修 システムをめざしている.し かし,新 研修制度を卒後初期研修の教育制度 としてみると,様 々な

欠陥が指摘 される.何 よりも,理 念や行動目標 を実現するような教育システム としては設計の不備が目立

ちすぎる.具 体的には,教 育する側の研修病院に研修システムを機能 させるための教育的配慮や環境整備

がなされていない.例 えば,研 修指導責任者が日常業務か ら独立 して教育専任医 として設置されず,研 修

病院の負担 を強いるものになっている.

九州大学病院においても状況 は同様であり,と くに病棟医 として無 くてはならない存在であり,か つ研

修医を直接指導する立場 にある卒後3年 以上の医員の待遇が,新 研修制度の研修医よりはるかに劣悪であ

る事態は解決すべき緊急の問題である.今 年の卒業生の4割 以上が九州大学病院の研修プログラムを希望

しなかった点 も真剣に受けとめるべき課題である.
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大学病院は,新 研修制度 に初めて取 り組む研修病院に比べると,卒 後臨床研修の指導医 として豊富な経

験を有する人材に恵まれている.し かし,優 れた人材 も指導する立場によってそのモチベーションは大 き

く影響を受ける.こ れまで新入局の研修医に対 しては,指 導する側の医員や教員に「このNeueherrenを 何

とか一人前の臨床医にしなければ」という使命感が,程 度の差はあれ,あ ったと思われる.一 ・方,研 修必

修化によって生まれた非入局でローテー トする研修医は将来進むべき分野がまだ決定していない身分であ

り,充 実 した研修が受 けられるか否かは研修終了後の進路決定を大きく左右するものと予想される.そ れ

だけに,九 州大学病院研修センターの役割 はきわめて重要である.「入局していない」研修医に対 して十分

な教育的配慮が望まれ,各 臨床科で対応が異なることがないように留意すべきであろう.魅 力ある研修プ

ログラム,選 ばれる研修病院をめざし,医 学研究院も九州大学病院と連携 して最大限の努力をすべきであ

る.

昭和40年 代の初めに,当 時の医学生は卒後臨床研修の充実を求めて,戦 後米国から形式のみ輸入 し中味

の全 くないインターン制度の廃止を要求する運動を全国的に展開した.そ の結果,イ ンターン制度は廃止

されたが,卒 後臨床研修制度は確立されず,単 なる努力目標 として卒後初期研修が位置づけられ,一 部の

卒後研修に積極的な病院を除いて,卒 後研修制度 として機能するシステムやプログラムもないまま長い間

放置されていたと言って も過言ではない.こ の点で,小 生を含めて卒後教育を担当する立場にあった人々

の怠慢は厳しく批判されても仕方がない.新 研修制度が法律で保証 された卒後医学教育制度 としてスター

トした意義は大 きい.各 臨床教室 において卒業後す ぐに入局する者がいないということは,よ く考えてみ

ると,い わゆる医学部紛争の時代 にスローガンとして叫ばれていた 「医局講座制解体」につながっていく

可能性 も考えられる.卒 後研修必修化の影響 として,1)卒 業生の大学離れ,2)研 修終了後(卒 後3年

目)の 入局者減少,3)基 礎医学を志す人材の減少,4)臨 床教室 と関連病院との関係希薄化などが危惧

される.と くに,九 州大学病院プログラム以外で研修を終了した卒業生が,再 び九州大学に戻って来て入

局して くれるか非常に危惧される.ま た,研 修必修化によって臨床志向が強 くなり,基 礎医学を担う人材

が減少し,基 礎医学の衰退につながるような状況は絶対に避けなければならない.事 態は意外に深刻であ

る.

卒前医学教育 は文部科学省が責任 を有 し,卒 後研修必修化は厚生労働省 によって進められ,両 者に緊密

な連携がなく,白 熱した議論 も存在しなかった点は,今 後新研修制度をより充実した仕組みに育ててい く

上で大 きな障害 となりうる.学 部教育 と卒後研修が 「医師 というプロフェッショナル」を育成するという

共通の目標 をめざして,連 続 した教育システム として構築されてい く必要がある.そ のためには,医 学研

究院 と九州大学病院 との連携 はこれまで以上に強固なものになってい くことが肝要であろう.九 州大学カ

リキュラムによって学部教育を受 け,九 州大学病院プログラムによって卒後研修 を終了 した若手医師が

様々な医療機関や研究分野で高 く評価 され,活 躍できることを念願している.こ のため,九 州大学病院プ
ログラムだけでなく,九 州大学の学部教育カリキュラムの再点検,充 実化が望 まれる.さ いわい,医 学研

究院には専任教授を有する医学教育講座が新設 されてお り,そ の役割が期待される.

2.法 人化

国立大学法人九州大学がスター トしたが,初 年度ということもあり,従 来の大学運営方式が継続されて

いる部分 も少な くない.し かし,予 算や人事に関しては少 しずつ変化が見られ,厳 しい状況の展開が予想

される.国 立大学の法人化は,こ れまでの 「護送船団方式」による大学行政 を転換し,大 学に裁量 を与え

て 「個性化」を競わせる仕組みであり,学 長への権限を大幅に強めて トップダウン型の運営を可能にする

システムといえる.国 立大学法人 として独立した九州大学には国から運営交付金が配分され,大 学は自由

に使い道 を決めることができる.具 体的な大学運営には,6年 間の中期目標・中期計画が策定され,そ の達

成度が評価 され,そ の結果が交付金の配分に反映される.し たがって,民 間的手法を取 り入れた経営戦略

が必要 とされる.国 立大学(甘 ったれ坊や)は,こ れまでの文部省(過 保護ママ)に よる護送船団方式か

ら脱却 し,自 立することが求められている.国 立大学の法人化では,1)自 律的な発想(個 性輝 く大学づ






